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導入促進基本計画 

 

 

１ 先端設備等の導入の促進の目標 

（１）地域の人口構造、産業構造及び中小企業者の実態等 

  ①増毛町の人口構造 

   増毛町の人口は、平成２７年国勢調査では４，４９７人で、１０年前の平成１７年調査

から１，２１１人減少しており、昭和３０年の１６，７６８人をピークに減少傾向が続い

ている。 

   また、年齢階層別人口は、０～１４歳で４２７人（９．５％）、１５～６４歳で２，１７

９人（４８．５％）、６５歳以上で１，８９１人（４２．０％）となっており、少子高齢化

の傾向が顕著に現れている。 

 

  ②産業構造及び中小企業者の実態等 

   増毛町の産業は、農業、漁業が基幹産業であり、ほとんどが中小企業者である。平成２

７年国勢調査での産業別就業者数は２，０９８人で、第１次産業では５０５人（２４．１％）、

第２次産業では５２６人（２５．１％）、第３次産業では１，０６４人（５０．７％）とな

っており、平成１７年調査から第１次産業で１７６人、第２次産業で２３５人、第３次産

業で２１８人の減少となっている。 

   就業者数の減少は、全国の過疎指定地域に共通することではあるが、地元の雇用の場の

不足や基幹産業の経営の変革、産業・経済活動の都市集中化などが要因となっている。 

   町内の中小企業者は、平成２８年経済センサスによると、事業所数２１８、従業者数１，

３８３人となっており、平成１８年調査から事業所数８２、従業者数５６５人の減少とな

っている。 

   この減少は、後継者不足や経営者の高齢化、消費者人口の減少、雇用の場の不足などが

要因となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●増毛町の産業構造 （国勢調査）

男 310 14.8 286 13.6 520 24.8

女 195 9.3 240 11.4 544 25.9

計 505 24.1 526 25.1 1,064 50.7

※合計は、分類不能の産業3人を含んでいます。

 （％） 人 数  （％） 人 数  （％）

平成 2７ 年

2,098 人

調 査 年 区分
第 1 次 産 業 第 2 次 産 業 第 3 次 産 業

人 数



増毛町の産業別事業所数・従業者数の推移 

業種 
事業所数 従業者数 

平成１８年 平成２８年 平成１８年 平成２８年

農林漁業 ５ １０ ４５ １０７

鉱業 ２ １ ６ ５

建設業 ３６ ２６ ３１１ １２２

製造業 ２１ ２１ ５３３ ４３７

電気・ガス・水道業 ３ ２ １６ ６

運輸業 ７ ４ ３７ ５６

卸売業・小売業 ７８ ５４ ２９８ ２２５

金融業・保険業 ４ ２ １８ １２

不動産業・物品賃貸業 ５ ４ ６ ４

学術研究・技術サービス業 ０ ２ ０ ３

飲食店・宿泊業 ４３ ３６ １４５ １２７

医療・福祉 ２１ ９ １９３ １１３

教育・学習支援業 １９ ６ １２５ ６

複合サービス業 ７ ７ ６７ ４６

サービス業 ４９ ３４ １４８ １１４

総数 ３００ ２１８ １，９４８ １，３８３

※平成１８年は「事業所・企業統計調査」、平成２８年は「経済センサス」 

 

（２）目標 

  増毛町内の中小企業においては、従業員の減少や少子高齢化に対応するため、労働生産

性を高めていく必要がある。 

このため、生産性向上特別措置法第３７条第１項の規定に基づく導入促進基本計画を策

定し、中小企業者の先端設備等の導入を促すことで、地域経済の更なる発展を目指す。 

これを実現するための目標として、計画期間中に５件程度の先端設備等導入計画の認定

を目標とする。 

 

（３）労働生産性に関する目標 

先端設備等導入計画を認定した事業者の労働生産性（導入促進指針に定めるものをい

う。）が年率３％以上向上することを目標とする。 

 

２ 先端設備等の種類 

増毛町の産業構造においては、ひとつの産業に偏在していないことから、幅広い設備にお

いて生産性向上を図ることが必要であるため、本計画において対象とする設備は、経済産業

省関係生産性向上特別措置法施行規則第１条第１項に定める先端設備等全てとする。 



３ 先端設備等の導入の促進の内容に関する事項 

（１）対象地域 

   増毛町の産業は町内に点在しており、町内すべての産業振興のため、増毛町全域を本計

画の対象地域とする。 

 

（２）対象業種及び事業 

   増毛町の産業構造においては、ひとつの産業に偏在していないことから、本計画におい

て対象とする業種は全業種とする。 

   対象とする事業は、労働生産性が年率３％以上に資すると見込まれる事業全てとする。 

 

４ 計画期間 

（１）導入促進基本計画の計画期間 

   国が同意した日から３年間とする。 

 

（２）先端設備等導入計画の計画期間 

   ３年間、４年間又は５年間とする。 

 

５ 先端設備等の導入の促進に際し配慮すべき事項 

（１）人員削減を目的とした取組を先端設備等導入計画の認定の対象としない。 

（２）公序良俗に反する取組や、反社会的勢力との関係が認められるものについては先端設備

等導入計画の認定の対象としない。 

 

    

    

 

 

 

    


